
船舶事故等調査報告書 

平成２１年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第４５号 

事故等名 モーターボート第二寿進丸かき養殖施設損傷 

発生年月日時刻 平成２０年１１月１６日（日）０５時４５分ごろ 

発生場所 広島港草津波高観測塔灯から真方位１１７°１,２００ｍ 

（北緯３４°２１′００″、東経１３２°２５′３０″） 

事故等調査の経過 調査の概要：平成２１年３月３日広島・地方事故調査官が事故調査書を入手し、船長か

ら口述聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

事実情報 

船種･船名･総トン数 

船舶番号 

船舶所有者等 

 

モーターボート 第二寿進丸 ５.６トン 

２７０－４６２８１ 広島 

株式会社清岡鉄工所 

船種・船名・総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

 

乗組員等に関する情報 船長 二級小型船舶操縦士 

 

負傷者 なし 

 

損傷 船底外板に擦過傷 

 

事故等の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、２人を乗せ、広島港内のマリーナを出航し、釣りのた

め時速１１～２０㎞の速力で航行していたところ、視界が悪くレーダー画面の調整を行

っている際、平成２０年１１月１６日０５時４５分ごろ、かき筏に衝突した。 

当時、天候は曇りで、風力２の北風が吹き、潮候は低潮時であった。 

日出時間は０６時４５分であった。 

分析 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

本船は、視界が悪く、かき養殖施設が存在する海域におい

て、速力が過大で、また、レーダー画面の調整に手間取った

可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が航行中、過大な速力で、また、レーダー画面の調整に手間取

り適切な見張りを行わなかったため、かき養殖施設に衝突したことにより発生した可

能性があると考えられる。 

その他の事項 なし 

 




